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リスクの分類

● リスクの分類
　MUFGでは、持株会社がグループ全体として管理する
リスクを次のように分類・定義したうえで、グループ会社

はそれぞれの業務内容などに応じたより詳細なリスク管理
を行っています。

リスクの分類と定義
リスクの分類 リスクの定義

信用リスク 信用供与先の財務状況の悪化等により、資産（オフバランス資産を含む）の価値が減少ないし消失し、
損失を被るリスク。カントリーリスクを含む。

市場リスク 金利、為替、株式等の様々な市場のリスクファクターの変動により、保有する資産・負債（オフバラン
ス資産・負債を含む）の価値が変動し損失を被るリスク（市場リスク）および市場の混乱等により、市
場において取引不能となること、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損
失を被るリスク（市場流動性リスク）。

資金流動性リスク 財務内容の悪化等により必要な資金が確保できなくなり、資金繰りがつかなくなる場合や、資金の確保
に通常より著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスク。

オペレーショナルリスク 内部プロセス・人・システムが不適切であることもしくは機能しないこと、または外生的事象が生起す
ることから生じる損失に係るリスク。

事務リスク 役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故または不正等を起こすことにより損失を被るリスクおよびこ
れに類するリスク。

情報リスク 情報の喪失・改ざん・不正使用・外部への漏洩等により損失を被るリスクおよびこれに類するリスク。

ITリスク システム計画・開発および運用面の疎漏、サイバーセキュリティを含むITセキュリティ上の脅威や脆弱
性、災害等の外生的事象等を起因として、システムの破壊・停止・誤作動または不正使用、あるいは電
子データの改ざん、漏洩等により損失を被るリスクおよびこれに類するリスク。

有形資産リスク 災害や資産管理の瑕疵等の結果、有形資産の毀損や執務環境等の質の低下等により損失を被るリスクお
よびこれに類するリスク。

人材リスク 人材の流出・喪失等や士気の低下等により損失を被るリスクおよびこれに類するリスク。

法令等リスク 法令等の遵守状況が十分でないことにより損失を被るリスク（他のリスクに係るものを除く）、各種制
度変更への対応が不十分であることにより損失を被るリスクおよびこれに類するリスク。

法務リスク 契約等の行為が予想された法律効果を発生するための検討や訴訟等への対応が不十分であることにより
損失を被るリスク。

評判リスク 三菱UFJフィナンシャル・グループの事業活動が、お客さま・株主・投資家・社会等、幅広いステーク
ホルダーの期待・信頼から大きく乖離していると評価されることにより、企業価値の毀損に繋がるリス
クおよびこれに類するリスク。

モデルリスク 不正確なモデルやモデルの誤用から得られる情報に基づいた意思決定により、損失を被るリスク。
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リスク管理体制①

● リスク管理体制
　MUFGでは、持株会社、主要なグループ会社にリスク
管理の担当役員および担当部署を設置し、緊密に連携しな
がらグループとして統合的なリスク管理を実施していま
す。また、MUFGでは、各種リスクを定性･定量の両面か
ら能動的に管理するために、リスク管理・運営のための委
員会を設置しています。各種委員会では、各種リスクの状
況をモニタリングするとともに、リスク管理・運営に関す
る重要事項を審議しています。各種リスクに係る管理・運

営方針は、委員会での審議を踏まえ、取締役会が決定しま
す。
　持株会社では、グループにおけるリスク認識の共有、リ
スク管理体制や手法の高度化、統合リスク管理による健全
性の確保、特定のリスクへの集中排除などを推進していま
す。リスク管理に係るグループ全体の基本的な方針は、持
株会社が決定し、グループ各社はその基本方針に則り、そ
れぞれ管理体制を整備し、リスク管理を行っています。

リスク管理体制

危機管理検討部会

経営計画委員会
（ALMを含む）米国リスク委員会

リスク管理委員会

MUFG

グループ各社

MUFG BANK MUTB

オペレーショナルリスク
検討部会

投融資委員会

与信委員会

リスク委員会 取締役会

経営会議

リスク統括部
（リスク管理統括部署）

市場リスク
資金流動性リスク
オペレーショナルリスク
事務リスク
評判リスク
モデルリスク

融資企画部 信用リスク

システム企画部
ITリスク

総務部 有形資産リスク

法務部 法務リスク

ALM委員会

計画会議

リスク管理委員会

オペレーショナルリスク
検討部会

危機管理検討部会

リスク管理委員会
（危機管理を含む）

与信委員会

投融資委員会

CPM委員会

取締役会

経営会議

リスク統括部
（リスク管理統括部署）

市場リスク
資金流動性リスク
オペレーショナルリスク
評判リスク
モデルリスク

融資企画部 信用リスク

トランザクションバンキング部 決済リスク

事務企画部 事務リスク

システム企画部

グローバルIT部

サイバーセキュリティ推進部

ITリスク

情報リスクコンプライアンス統括部

総務部 有形資産リスク

グローバル金融犯罪対策部 法令等リスク

人事部 人材リスク

法務部 法務リスク

ALM委員会

投融資審議会

取締役会

経営会議

経営管理部
（リスク管理統括部署）

市場リスク
資金流動性リスク
オペレーショナルリスク
事務リスク
評判リスク
モデルリスク

デジタル戦略部 ITリスク

投融資管理部 信用リスク

総務部 有形資産リスク

人事部 人材リスク

法務部 法務リスク

コンプライアンス統括部 情報リスク
法令等リスク

協議・報告等

基本方針策定
指導・助言等

M
U
S
H
D

そ
の
他
子
会
社
な
ど

資本運営委員会

人材リスク人事部

コンプライアンス統括部 情報リスク

グローバル金融犯罪対策部 法令等リスク

サイバーセキュリティ推進部
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リスク管理体制①

トップリスク
　MUFGおよび主要子会社は、トップリスクを特定する
ことで、あらかじめ必要な対策を講じてリスクを制御する
とともに、リスクが顕在化した場合にも機動的な対応が可

能となるように管理を行っています。また、経営層を交え
てトップリスクに関し議論することで、リスク認識を共有
した上で実効的対策を講じています。

リスク事象* リスクシナリオ（例）

資本余力低下/
リスクアセット増加 ●グローバルに金利が上昇した場合の債券評価損の拡大等による資本運営への影響。

外貨流動性リスク ●市況悪化による外貨流動性の枯渇又は調達コストの大幅な増加。

与信費用増加 ●グローバルベースで実体経済が急速に失速することに伴う与信費用増加。
●与信集中業種等における信用悪化に伴う与信費用増加。

ITリスク ●サイバー攻撃による顧客情報の流出、サービス停止および評判悪化等。
●システム障害発生による補償費用支払および評判悪化等。

気候変動に関するリスク ●気候変動に関するリスクへの対応や開示が不十分であると見做されることによる当社グループの
企業価値の毀損。

●取引先への影響を通じた当社グループの与信ポートフォリオ管理・運営への影響。

トップリスク定義
●各種のリスクシナリオが顕在化した結果、当社にもたらされる損失の内容をリスク事象と定める。そして、リス

クが顕在化した場合の影響度と蓋然性（外部要因、内部要因）に基づき、リスク事象の重要度を判定。
●その上で、今後約1年間で最も注意すべきと当社が認識しているリスク事象をトップリスクとして定義（蓋然性

が高まるおそれがある場合を含む。また、定量的に計測可能なリスクのみならず、将来において戦略や風評等を
通じ経営に重要な影響を及ぼしうるリスクも含む。）。

●なお、特定したトップリスク等のリスク事象を網羅的に把握したリスクマップを作成し、フォワードルッキング
なリスク管理に活用。

主要なトップリスク

* リスク事象：2025年3月の当社リスク委員会での審議を経て、取締役会に報告されたものです。

(注) 上記は当社が認識しているリスクの一部を記載したものであり、これら以外のリスクにより経営に重大な悪影響が生ずる可能性があることにご留意ください。当社お
よび当社グループのリスクについてのより詳細な情報については、当社が提出した有価証券報告書、四半期報告書、Form20-F、Form6-K等の開示文書をご参照く
ださい。
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● 危機管理体制
　MUFGでは、災害やシステム障害などの危機事象が発
生した場合でも、お客さまや市場に与える影響および経済
的損失・信用失墜等を最小限にとどめることができるよ
う、危機管理体制および業務継続態勢を定めております。
　具体的には、危機に備える常設組織である事務局を持株
会社に設置し、主要グループ会社で発生した事象を集約、
経営への影響度合いの総合的な判断を実施しております。

　深刻な事態となれば対策本部を設置し、グループとして
の対応を統括する体制を整えています。
　また、幅広い事象を対象とする業務継続態勢を組織横断
的に整備しておりますが、定期的な訓練や発生した事象の
教訓を踏まえ、常にオペレーショナル・レジリエンスの向
上に努めております。

信用リスク管理

　MUFGは、資産の健全性、および信用リスク量を適正
な水準にコントロールし、リスクに見合った収益を確保す
るための管理体制を整備しています。
　MUFGでは、主要なグループ銀行共通の信用格付を資
産自己査定、プライシング、信用リスク計量化、所要自己
資本の計算、ポートフォリオ管理に活用しています。

　また、グループのポートフォリオ状況や景気動向等の環
境変化に機動的に対応し、リスクリターンの向上を図るた
め、クレジットポートフォリオマネジメント（CPM）の
高度化に取り組んでいます。

● 信用リスク管理体制
　MUFGでは、資産の健全性を維持・向上させるため、
グループ会社の与信ポートフォリオを定期的にモニタリン
グし、状況を把握するとともに、主要なグループ銀行共通
の信用格付制度、資産自己査定制度により、信用リスクの
適時かつ適正な把握に努めています。
　MUFGの信用リスク管理体制の基本的な枠組みは、グ
ループ各社の業態が、銀行業以外にも証券、コンシューマ
ーファイナンス等多岐にわたる中で、MUFG信用リスク
管理規則に基づき、グループ各社がそれぞれのリスク特性
に応じて連結・グローバルベースで信用リスク管理体制を
整備するとともに、持株会社は、グループ横断的な観点か
らグループ全体の信用リスクを管理するというものです。

　持株会社では、定期的に委員会を開催し、グループ会社
の信用リスク管理のモニタリングを行うとともに必要に応
じて指導・助言を行っています。
　主要なグループ会社では、個別案件の審査・与信管理に
あたり、審査管理部署と営業推進部署を互いに分離し、相
互に牽制が働く体制としています。また、経営陣による投
融資委員会／与信委員会等を定期的に開催し、信用リスク
管理・運営における重要事項を審議しています。以上の相
互牽制機能、経営陣による審議に加え、監査部署が与信運
営にかかる妥当性の検証を実施することにより、適切な与
信運営を実施する管理体制を構築しています。

信用リスク ー 信用供与先の財務状況悪化等により損失を被るリスク
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主要なグループ会社の管理体制

信用リスク
管理部署

監査部署

取締役会／経営会議
投融資委員会／投融資審議会等

MUFG投融資委員会・与信委員会等
によるモニタリング

審査管理部署

営業推進部署

定例報告
重要案件付議
取引結果報告

重要案件決裁
権限付与

妥当性の検証

リスク量等の
モニタリング

案件審査
与信管理

● 内部格付制度
　MUFGならびに主要なグループ銀行である三菱UFJ銀
行および三菱UFJ信託銀行では、信用リスクを評価する
ための統一的な基準として、グループ共通の信用格付制度
を導入しています。

　「債務者格付」「案件格付」「ストラクチャード･ファ
イナンス格付、資産流動化格付」の3つを「信用格付」と
定義し、同一の取引先、同じリスクを有する取引先等に対
しては原則同一の信用格付を付与することとしています。

債務者格付定義表

債務者格付 定義 債務者区分 金融再生法
開示債権区分

1 債務を履行する能力は極めて高く、かつ安定しており、最高の信用力を有する債務者。

正常先

正常債権

2 債務を履行する能力は高く、かつ安定しているが、将来の信用力低下につながる要素もある債務者。
3 債務を履行する能力は十分であるが、長期的には信用力が低下する可能性がある債務者。
4 債務を履行する能力は問題ないが、長期的には信用力が低下する可能性がある債務者。
5 債務を履行する能力は特に問題なく、信用力は中程度である債務者。
6 債務を履行する能力は当面問題ないが、将来環境が変化した場合注意すべき要素がある債務者。
7 債務を履行する能力は当面問題ないが、長期的には不安定である債務者。
8 債務を履行する能力は当面問題ないが、長期的に見れば低く、信用力は相対的に劣る債務者。
9 債務を履行する能力がやや乏しく、信用力は正常先の中で最下限にある債務者。

10〜12
以下のような状況にあり、今後の管理に注意を要する債務者。
①元本返済もしくは利息支払いが事実上延滞している等履行状況に問題がある債務者。
②業況が低調ないしは不安定な債務者、または財務内容に問題がある債務者。
③金利減免・棚上げを行っているなど貸出条件に問題のある債務者。

要注意先10 問題が軽微である、または改善傾向が顕著であるものの、債務者の経営上懸念要因が潜在的に認め
られ、今後の管理に注意を要する。

11 問題が深刻である、または解決に長期を要し、債務者の経営上重大な懸念要因が顕在化しており、
今後の債務償還に警戒を要する。

12 格付10または11の定義に該当する債務者のうち、貸出条件緩和債権を有する債務者。また相続等
特別な理由により3ヵ月以上延滞債権を有する債務者。 要管理債権

13
債務返済に重大な懸念が生じ損失の発生が見込まれる先。すなわち、現状、経営破綻の状況にはな
いが、経営難の状況にあり、経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可能
性が大きいと認められる債務者。

破綻懸念先 危険債権

14 法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難の状態にあり、再建の見通
しがない状況にあると認められるなど実質的に経営破綻に陥っている債務者。 実質破綻先 破産更生債権

及びこれらに
準ずる債権15 法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者。具体的には法的整理・取引停止処分・廃

業・内整理等により経営破綻に陥っている債務者。 破綻先
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　カントリーリスクについても、国別にグループ共通の格
付を付与し、政治・経済情勢や外貨事情等を考慮し、定期
的に見直しを行っています。
　また、住宅ローン等の小口のリテール向けエクスポージ
ャーについてはプール割当による管理を行っています。

(1) 債務者格付
　債務者格付は、取引先の今後3〜5年間における債務償
還能力を15段階で評価し分類するものとし定義していま
す。
　債務者格付の対象には、一般事業法人のほか、金融機関
（銀行、生保、損保）や国・地方公共団体、個人、プロジ
ェクトファイナンス、不動産ファイナンスなども含まれま
す。
　また、一般事業法人は、企業規模・業種・地域別に21
種類の格付モデル（財務定量評価モデル）を使用していま
す。

(2) 案件格付
　案件格付は、個々の案件の特性（担保等）を考慮したう
えで、案件ごとのデフォルト時における損失の程度に応じ
て評価し分類するものとしています。

(3) ストラクチャード・ファイナンス格付、資産流動化格付
　ストラクチャード･ファイナンス格付、資産流動化格付
は、個々の案件の特性（保証・担保、期間、ストラクチャ
ー等）を考慮したうえで、案件ごとの元利払いの確度を評
価し分類するものとしています。

(4) プール割当
　MUFGにおけるリテール向けエクスポージャーのプー
ル割当は、保有する資産ポートフォリオの特性をより明確
に反映させるため、主要なグループ会社それぞれにてプー
ル割当区分体系を保有しています。

(5) 格付制度の管理と検証手続
【信用格付制度の管理と検証】
　信用格付制度については、予め定められた手続に則り、
年1回の頻度で品質評価やバック・テスティング等の検証
を実施し、必要と認められる場合には見直し（新たな格付
モデルの開発を含む）を行う等、管理・検証をしていま
す。
　信用格付制度および使用する格付モデルの開発・変更は
MUFGならびに三菱UFJ銀行および三菱UFJ信託銀行の
信用リスク管理部署が共同で実施しています。また、信用
格付制度の検証は、MUFGリスク統括部が実施すること
で、検証機能の独立性を確保しています。
　なお、信用格付制度の検証・見直し結果については、グ
ループCRO宛に報告する運営体制となっています。

【プール区分の管理と検証】
　プール区分についても、予め定められた手続に則り、年
1回の頻度で各プールの安定性・同質性等を評価し、主要
なグループ会社それぞれにおいて管理・検証をしていま
す。

【パラメータ推計】
　初めに、本項目は主に自己資本比率算定用のパラメータ
推計について記載しています。
　信用リスク量の計測のために、信用格付やプール割当に
対応したPD/LGD/EADを推計し、その推計値は年1回の
頻度で見直しています。
　これらパラメータはバックテスティングや外部データと
の比較等の複数の方法により、年1回の頻度で検証し、必
要に応じて推計値の算定方法の見直し等を実施していま
す。
　なお、引当金および自己資本比率のそれぞれの算定に利
用するパラメータは、デフォルトの定義、使用データの期
間および推計頻度に差異があります。

①PD＊

　PDは、主にデフォルト実績の内部データに基づき推計
しています。
　信用力が高く、デフォルト実績が少ない債務者格付につ
いては、自己資本比率の算定に利用するPDの推計に当た
り、規制上のフロアが適用されています。
　足許の実績デフォルト率は、低位で推移しており、自己
資本比率の算定に利用している長期平均PDの推計値を概
ね下回っています。

②LGD＊

　LGDは、デフォルト後、完済や非デフォルト状態への
格上げ、または財務上の償却を実施した時点までの回収実
績の内部データ等に基づき推計しています。
　ただし、十分な内部データを確保できないポートフォリ
オに対するLGDの推計には、外部実績他を利用する場合
もあります。
　自己資本比率の算定に利用する景気後退期LGDの推計
に当たっては、景気後退期のLGD実績値を反映する手法
や、PDとLGDに相関関係を持つモデル等を利用していま
す。

③EAD＊

　事業法人向けのコミットメントラインのEADについて
は当局指定値を使用しております。一方、カードローンや
クレジットカード等のリテール向けの一部商品のEADに
ついてはデフォルト前後の融資枠の利用実績の内部データ
に基づき推計を実施しております。
　後者のリテール向けEADについては景気後退がEADに
及ぼす影響等を考慮して、必要に応じて補正を加えること
で、保守的な推計をしています。
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用語
解説

PD（Probability of Default）……1年間に債務者がデフォルトする確率。デフォルトとは、自己資本比率算定においては、債務者に対す
るエクスポージャーを金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則（平成10年金融再生委員
会規則第2号）第4条第2項に規定する「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、同条第3項に規定す
る「危険債権」又は同条第4項に規定する「要管理債権」に該当するものと査定する事由が生じること
等をいいます。引当金算定においては「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」に該当
するものと査定する事由が生じることをいいます。

LGD（Loss Given Default）……EADに対するデフォルトしたエクスポージャーに生じる損失額の割合。

EAD（Exposure at Default）……デフォルト時におけるエクスポージャーの額。

● 格付付与手続の概要
【事業法人等向けエクスポージャー】
　債務者格付等により個別に管理を行っている事業法人等向

けエクスポージャーは、以下のようなエクスポージャーか
ら構成されます。

事業法人等向けエクスポージャーの種類
バーゼルⅢにおける資産区分 説明

事業法人向けエクスポージャー 債務者格付を付与している事業法人向けのエクスポージャーと個人向けの事業性エクスポージャー等が含まれ
ます。

特定貸付債権 ストラクチャード・ファイナンスに該当するエクスポージャーで、いわゆるプロジェクト・ファイナンスやオ
ブジェクト・ファイナンス、不動産ファイナンス等が含まれます。

適格購入事業法人等向け
エクスポージャー

適格購入事業法人等向けエクスポージャーには、流動化された売掛債権やリース料債権等のうち、個別の評価
が適さない小口化されたプールが含まれます。なお、これら適格購入事業法人等向けエクスポージャーは
ABCPスポンサー業務に関連した証券化エクスポージャーの原資産となっています。

ソブリン向けエクスポージャー ソブリン向けエクスポージャーには、中央政府および中央銀行向けのエクスポージャーに加え、地方公共団体
や土地開発公社、地方住宅供給公社および地方道路公社等へのエクスポージャーが含まれます。

金融機関等向け
エクスポージャー

金融機関等向けエクスポージャーは、金融機関等向けのオフバランス取引を含めた全ての与信が対象となりま
す。

　これらエクスポージャーには、財務定量評価、諸リスク
調整、企業グループ評価、そして外部指標（情報）を考慮
し、債務者格付を付与しています。
　特定貸付債権に対してストラクチャード・ファイナンス
格付を付与する際にも、定量評価後に諸リスク調整を行う
類似のフローとなっています。なお、所要自己資本額を算
出する際に、一部の不動産ファイナンスとオブジェクト・
ファイナンスは、格付をスロッティング・クライテリアに
割り当てており、PDの推計値を使用していません。

二次評価

三次評価

企業グループ評価

財務定量評価（＝一次評価）

債務者格付付与フローの例

諸リスク調整
（実態 B/Sの検証等含む）

外部指標（情報）による検証

債務者格付
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　適格購入事業法人等向けエクスポージャーについては、
外部情報等からPDを推計していますが、利用している外
部情報のデフォルト率に対する説明力などに鑑み、適切な
保守性を考慮しています。
　また、PD/LGD方式を適用する事業法人等向けエクス
ポージャー（先進的内部格付手法を適用できる事業法人等
向けエクスポージャーに限る）には、個々の案件の特性
（担保等）を考慮した回収可能性に基づいて案件格付を付
与しています。

　案件格付別に推計されるLGDは、デフォルトしたエク
スポージャーの過去の損失実績に関する内部データをもと
に、景気後退期を勘案して決定しています。
　さらに、オフバランス資産のうちコミットメントライン
の未使用部分については、デフォルト時の引出額に関する
内部データをもとにEADを推計しています。

リテール向けエクスポージャーの種類
バーゼルⅢにおける資産区分 説明

居住用不動産向け
エクスポージャー 居住用不動産購入目的で当該不動産に居住する個人向けの貸付が含まれます。

適格リボルビング型リテール
向けエクスポージャー 一定の要件を満たす個人向けカードローンが含まれます。

その他リテール向け
エクスポージャー

居住用不動産向けおよび適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー以外の個人向け非事業性与信や債
務者格付を付与しておらずプールで管理している小口の事業法人等向けのエクスポージャーが含まれます。

【リテール向けエクスポージャー】
　プール区分に基づく管理を行っているリテール向けエク
スポージャーは、上記のようなエクスポージャーから構成
されます。プール割当は商品による区分を大区分とし、延
滞状況、取引および取引先のリスク特性を分析のうえ、プ
ールを細分化する方法を採用しています。

　デフォルト率等のパラメータ推計値の算出には、プール
割当区分ごとのデフォルト実績（3ヵ月以上延滞に至った
場合、債務者区分が要管理先以下あるいは代位弁済に至っ
た場合等と定義）に関する内部データを使用しています。

● 資産自己査定制度
　資産自己査定とは、金融機関の保有する資産を自ら個別
に検討して、債務者格付と整合した債務者区分および担
保・保証等の状況等を勘案したうえで、回収の危険性、ま
たは価値の毀損の危険性の度合に応じて資産の分類を行う

ことをいいます。資産自己査定は、金融機関が信用リスク
を管理するための手段である償却・引当を適時かつ適正に
実施するためのものです。

● 信用リスク量の計測およびポートフォリオ管理

　持株会社および主要なグループ銀行では、与信額や予想
損失額を管理するだけでなく、内部モデルを用いたシミュ
レーションにより最大損失額等の信用リスク量を計測し、
経済資本の計測を含む内部管理に活用しています。内部モ
デルにより信用リスク量を計測する際には、信用格付やプ
ール割当に対応するPD/LGD/EADや与信先グループ、
業種に対するリスク集中などを勘案しています。また、そ
の他子会社の信用リスクについても、その重要性に応じ
て、ポートフォリオデータを整備し、管理しています。
　与信取引においては、信用格付に基づき、予想損失など
を考慮したプライシング運営を推進することにより、信用

リスクに見合った収益の確保と維持に取り組んでいます。
また、信用格付別・業種別・地域別などの区分ごとに与信
金額や信用リスク量を把握・モニタリングしています。
　特定の先への与信集中リスクを制御するために、大口与
信先グループに対する与信のガイドラインを設定し、適切
な管理を行っています。
　カントリーリスクについては、国別にリミットを設定し
て管理しています。リミットは、定期的に見直しを行うほ
か、当該国の信用状態に大きな変動があった場合も見直し
ています。

49



ディスクロージャー誌 2025

リ
ス
ク
管
理

2025/07/23 17:30:34 / 25218044_株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ_ディスクロージャー誌（通期）

危機管理体制、信用リスク管理体制、内部格付制度、格付付与手続の概要、資産自己査定制度、信用リスク量の計測およびポートフォリオ管理、信用リスク
･アセット

　また、クレジット環境の悪化局面を早期に捉えプロアク
ティブな信用リスクコントロールに繋げる予兆管理態勢の

高度化、ストレステストによる与信ポートフォリオの健全
性の検証を行っています。

● 信用リスク･アセット

　持株会社および主要なグループ銀行では、信用リス
ク・アセットの額の計測において、2024年3月基準よ
り、バーゼルⅢ最終化の内容に沿った先進的内部格付手
法を適用しています。ただし、信用リスク・アセットを
算出するに当たって全体への影響額が小さいと考えられ
る一部の子会社については、先進的内部格付手法の適用
除外として標準的手法を使用しています。
　MUFG Bank China,Ltd、MUFG Bank (Europe) 
N.V.、MUFG Alternative Fund Services (Cayman) 
Limited 、Bank of Ayudhya Public Company 
Limited 、 ア コ ム 株 式 会 社 、PT Bank Danamon 
Indonesia, Tbk.、MUFG Securities EMEA plcの7社

は将来的に内部格付手法に移行する予定です。
　開示告示別紙様式第二号第三十八面において標準的手
法が適用されるポートフォリオを内部格付手法のポート
フォリオに分類する場合の基準は以下の通りです。
　なお、株式等エクスポージャーについては、自己資本
比率告示附則第十一条第二項に定める経過措置を適用し
ており、経過措置期間中は標準的手法のリスク・ウェイ
トと旧自己資本比率告示第百四十四条第一項各号に掲げ
る方式により算出されるリスク・ウェイトのうちいずれ
か大きいリスク・ウェイトを用います。

標準的手法が適用されるエクスポージャーについて内部格付手法のポートフォリオに分類する場合の基準
内部格付手法のポートフォリオ 標準的手法が適用されるエクスポージャー

ソブリン向けエクスポージャー

日本国政府及び日本銀行向け
外国の中央政府及び中央銀行向け
国際決済銀行等向け
我が国の地方公共団体向け
外国の中央政府等以外の公共部門向け
地方公共団体金融機構向け
我が国の政府関係機関向け
地方三公社向け
国際開発銀行向け
信用保証協会等による保証付
株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付

金融機関等向けエクスポージャー 金融機関及び第一種金融商品取引業者及び保険会社向け
カバード・ボンド向け

株式等向けエクスポージャー 株式等

購入債権 法人等向け、中堅中小企業等向け

事業法人等向けエクスポージャー（中堅中小企業向けエ
クスポージャー及び特定貸付債権を除く。）

法人等向け
その他不動産関連
取立未済手形

中堅中小企業等向けエクスポージャー 中堅中小企業等向け及び個人向け

居住用不動産向けエクスポージャー 自己居住用不動産向け
賃貸用不動産向け

適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー 中堅中小企業等向け及び個人向け

その他リテール向けエクスポージャー 中堅中小企業等向け及び個人向け

特定貸付債権
法人等向け
事業用不動産関連
ADC向け

事業用不動産向け貸付け及びボラティリティの高い事業
用不動産向け貸付け

事業用不動産関連
ADC向け
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証券化エクスポージャー

● 証券化エクスポージャー
　MUFGでは、ポートフォリオ管理等を目的に、自らが
保有する貸出金等を裏付資産とした証券化取引に取り組ん
でいます。これ以外にもオリジネーターとしての証券化取
引 と し て ABCP （ Asset Backed Commercial 
Paper）スポンサー業務を行っています。また、投資家
として保有している証券化エクスポージャーには資産担保
証券等があります。
　証券化取引の多様性等を背景に、信用リスク量の計測の
際には、原資産のリスクや譲渡人リスクを組み合わせた格
付を付与して管理する手法、エクスポージャー自体の価格
変動リスクに注目したリスク計測、バーゼルⅢ最終化の計
算手法に準拠した計測手法等の多様な方法を利用していま
す。
　一方、信用リスクに対する所要自己資本の算出において
は、原資産のリスクを内部格付手法に基づいて算定し、当
局が設定した関数に当該証券化エクスポージャーに係る計
数を代入してリスク・ウェイトを算出する「内部格付手法
準拠方式」、適格格付機関からの格付に対応する信用リス
ク区分に応じて定められたリスク・ウェイトを適用する
「外部格付準拠方式」、原資産のリスクを標準的手法に基
づいて算定し、当局が設定した関数に当該証券化エクスポ
ージャーに係る計数を代入してリスク・ウェイトを算出す
る「標準的手法準拠方式」を使用しています。なお、「内
部評価方式」は使用していません。

　証券化エクスポージャーのリスク特性は、スキームへの
関与形態や裏付資産の種類・構成によりさまざまであり、
また、再証券化エクスポージャーでは裏付資産の構造が重
層的になることから、リスク特性はより複雑となります。
証券化エクスポージャーの管理においては、こうしたリス
ク特性やパフォーマンスにつき、管理規程等を定めてモニ
タリング体制を整備するとともに、把握すべき情報につい
て定期的な確認を行う等の方法により適時の状況把握に努
めています。
　なお、自らが保有する貸出金等の証券化やABCPスポ
ンサー業務によって生じる証券化商品の取得先は原則外部
の投資家であり、こうした商品をグループ会社が一次取得
することは通常ありません。
※「外部格付準拠方式」を用いて所要自己資本を算出する
際には、規制当局が適格格付機関として定めるS&P社、
Moody’s社、Fitch社、R&I社およびJCR社の外部格付の
うち、格付の取得・保有状況に応じて、使用可能な格付を
参照しています。
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証券化エクスポージャー

【MUFGが保有する貸出金等の証券化】
　MUFGでは、住宅ローン等の長期金利リスクや事業法
人ポートフォリオの信用リスクの移転等を目的に、自らが
保有する貸出金等を裏付資産とした証券化取引に取り組ん
でいます。
　この種の取引を行っている部署は限られていることか
ら、信用リスク管理部署は、所管部署と直接連携し、所要
自己資本の算出を行っています。
　信用リスクのコントロール手段として証券化取引の重要
度は増していますが、現時点でのリスク移転の程度として
は証券化取引よりもクレジットデリバティブや保証の割合
が大きくなっています。

MUFG与信ポートフォリオの一部

優先または劣後のいずれかを外部売却し、
もう一方を継続保有

償還の確実性をもとに二分割

優先トランチ 劣後トランチ

貸出金等の証券化の例

【ABCPスポンサー】
　MUFGでは、お客さまの売掛債権・手形債権等のさま
ざまな資産に対して「アセット活用型ソリューション」を
ご提供するために、ABCP等を使った債権流動化スキー
ムに対するスポンサー業務を行っています。
　 当 該 ス キ ー ム で は 、 予 め 設 立 し た 特 定 目 的 会 社
（SPC）にお客さまの売掛債権・手形債権等を譲渡した
うえで、特定目的会社が譲渡債権に裏付けされたCPを発
行して資金調達を行います。典型的な取引において譲渡債
権は優先部分と劣後部分に分けられ、優先部分のみを裏付
資産としてABCPが発行されます。

お取引先

売掛債権等
譲渡

流動性補完
信用補完

譲渡代金

ABCP発行 発行代わり金

ABCP発行体
（SPC）

ABCP投資家

ABCPスポンサー業務の例

Ｍ
Ｕ
Ｆ
Ｇ

　MUFGがABCPの発行体である特定目的会社に対して
流動性の補完枠を設定する場合には、オフバランス取引と
して取り扱ったうえで、所要自己資本の算出を行っていま
す。
　この種の取引に関する情報はこれを所管する部署に集中
していることから、信用リスク管理部署は、これら所管部
署と連携し、所要自己資本の算出を行っています。
　MUFGが信用補完・流動性補完を提供する特定目的会
社であり、証券化エクスポージャーを保有する先として以
下があります。
・エイペックス・ファンディング・コーポレーション
・アルカディア・ファンディング・コーポレーション
・コンチェルト・レシーバブルズ・コーポレーション
・Gotham Funding Corp.
・Victory Receivables Corp.
・Albion Capital Corporation S.A.
・Horizon Funding Corporation
なお、特定目的会社に対して、契約外の信用補完等の提供
はありません。

【投資家として保有する資産担保証券】
　MUFGでは、純投資等を目的に、資産担保証券を保有
しています。
　この種の取引はその他の債券等の有価証券投資と同じ枠
組みで管理し、所要自己資本の算出を行っています。

【証券化取引に関する会計方針】
　証券化取引に関する金融資産および金融負債の発生およ
び消滅の認識、その評価および会計処理につきましては、
企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」（平
成11年1月22日企業会計審議会）等に準拠しています。
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派生商品取引およびレポ形式の取引等の相手方に対する信用リスク

● 派生商品取引およびレポ形式の取引等の相手方に対する信用リスク
　信用リスク管理の対象には、貸出金等に加え派生商品取
引およびレポ形式の取引（以下、派生商品取引等）の取引
相手のリスクも含まれます。
　派生商品取引等の取引相手のリスクについては、市場の
変化によりエクスポージャーの額が変動するため、現時点
でのエクスポージャーの残高に将来のエクスポージャーの
増加見込みを加味したうえで、エクスポージャーを把握し
ています。取引相手のリスクは、所要自己資本算出時に認
識するだけでなく、主要なものについては内部管理上も貸
出金等の与信と同様に信用リスク量の割当てや極度枠の設
定を行っています。また、中央清算機関についても、通常

の取引相手と同様に極度額の設定を行い、エクスポージャ
ーを把握しています。
　誤方向リスクに関しては、市場のリスクファクターの変
化に伴い信用力悪化とエクスポージャーの増加が同時に発
生することにより生じるリスクとして、当該リスクが発生
し易い業種のモニタリングを定期的に行っています。
　金融機関との派生商品取引に関わる取引では、原則とし
て、毎営業日値洗いし必要に応じて担保の受渡しを行う契
約を締結しています。なお、証拠金規制導入以前の契約で
は、MUFG自らの信用力悪化により追加的に担保を提供
することが必要となることがあります。

● CVAリスク
　信用リスク管理の対象には、派生商品取引から発生する
取引相手方の信用リスクに関する調整（CVA）も含まれ
ます。
　MUFGでは、CVAリスク相当額の計測にあたっては、
リスク感応度による計測法であるSA-CVAに加え、派生
商品取引の与信相当額計算におけるSA-CCR EAD及び実
効マチュリティによる計測法であるBA-CVAの内、ヘッ
ジを勘案しない限定的なBA-CVAを用いています。具体
的には、貸借対照表に記載された派生商品取引の調整額
（CVA額）の算出にCVA計測モデルを用いている範囲に
はSA-CVAを、それ以外の範囲には限定的なBA-CVAを
適用しています。

　SA-CVAを用いるグループ会社では、CVAリスクをコ
ントロールする為に、CVAデスクを設置しており、CDS
等を用いてCVAリスクをヘッジしています。ここで、
CVAに関する管理については、経営会議により決められ
た専決権限及びCROにより決められた損失限度額の範囲
内でCVAコントロール業務を実施し、専決権限枠の遵守
状況等をリスク管理部署から取締役等へ定期的に報告する
体制を構築しております。また、SA-CVA計測モデルの
モデル開発時の検証や年1回以上の定期検証をフロントオ
フィスから独立した検証部署にて実施しています。そし
て、規制で求められる内部監査に関する要件を満たすべ
く、監査部による年1回以上の監査を実施しております。
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信用リスクの削減手法の利用（担保・保証等）、市場リスク管理、リスク管理体制②、市場リスクマネジメント

● 信用リスクの削減手法の利用（担保・保証等）
【担保、保証およびクレジットデリバティブ】
　信用リスク量の計測、および内部格付手法による所要自
己資本の算出の際には、担保、保証およびクレジットデリ
バティブの信用リスク削減効果を勘案しています。
　一方、標準的手法による所要自己資本の算出の際には、
予め定められている信用リスク削減手法ごとの勘案方法に
より、自行預金担保に代表される適格金融資産担保、およ
び保証とクレジットデリバティブを用いて、信用リスク削
減効果を勘案しています。
　内部格付手法の信用リスク削減効果の勘案方法は、内部
管理の枠組みと関連付けており、例えば、不動産の適正な
評価など、内部管理上の高度化が所要自己資本の算出に活
かされるように努めています。
　保証人は地方公共団体、保証協会、金融機関、事業法人
等と多岐にわたる一方、クレジットデリバティブの相手先
は金融機関等が中心となります。所要自己資本の算出に際
しては、信用リスク削減効果の勘案対象となる保証および
クレジットデリバティブを、継続的に債務者格付を付与し

信用度を把握している相手先によるものに限定していま
す。
　なお、貸出金等に対しては信用保証協会による保証や不
動産担保が主たる信用リスク削減手法となりますが、信用
リスク削減手法の適用に伴い信用リスクおよびマーケッ
ト・リスクが過度に集中することは現時点では見られませ
ん。

【その他の信用リスク削減手法】
　法的に有効なネッティング契約を締結している金利スワ
ップや通貨オプションといった派生商品取引およびレポ取
引については、所要自己資本の算出時に、その効果を勘案
しています。
　加えて、担保付デリバティブ取引（CSA契約に基づく
取引）についても、信用リスク削減効果を勘案していま
す。
　内部格付手法の事業法人等エクスポージャーにおいて
は、所要自己資本の算出時に、貸出金と自行預金の相殺を
行っているものもあります。
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出資等又は株式等エクスポージャーに関するリスク管理

● 政策投資株式リスク管理
　MUFGでは、お取引先との長期的なリレーションシッ
プを維持する為に、さまざまなお取引先の株式を保有して
おり、2025年3月末基準の保有時価合計は約3.5兆円、
その簿価は約1.1兆円となっています。この投資は、業務
収入の増加や保有株式の価値向上の可能性がありますが、
同時に保有する株式の価格変動リスクに晒されることにも
なります。従って、近年MUFGでは、株式保有リスクの
抑制や資本の効率性、国際金融規制への対応等の観点か
ら、取引先企業との十分な対話を経た上で、政策投資株式
の残高削減を基本方針としており、リスク管理の観点から
政策投資株式リスクの定量分析を実施し、リスクの削減に
努めています。また、トータル・リターン・スワップ等を
ヘッジ手段として部分的に個別ヘッジを行うことで、株価
変動リスクの削減に努めています。

　TOPIXの変化に対する政策投資株式（上場株式）の時
価総額の変動を試算すると、2025年3月末時点の保有株
式（上場株式）では、TOPIXが1ポイント変化した場
合、時価総額はグループ全体で約13億円変動するという
試算結果が出ています。
　また、MUFGでは、保有期間1年、信頼水準99.9%を
基本的な前提として、政策投資株式リスク量を計算し政策
投資株式リスクに対する経済資本ベースの自己資本充実度
を内部的に評価し、リスク量が自己資本と比べて適正であ
るかどうかを検証しています。
　他方で子会社株式および関連会社株式については、定期
的に実態純資産をベースに評価し、リスク管理を行ってい
ます。

● 不動産投資法人及びこれに類する出資のリスク・ウェイトの判定に係る基準
　MUFGでは、不動産投資法人への出資にかかるリス
ク・ウェイトは株式等エクスポージャーとして算定してい
ます。

市場リスク管理

　MUFGは、グループが抱える市場リスク量を適正な水
準にコントロールするとともに、リスクに見合った収益を

確保するための管理体制を整備しています。

市場リスク ー 金利、有価証券の価格、為替などの変動により損失を被るリスク

● リスク管理体制
　MUFGでは、トレーディング目的の市場業務（トレー
ディング業務）とトレーディング目的以外の市場業務（バ
ンキング業務）の市場リスク管理を同様の体制で行ってお
り、主要なグループ会社がそれぞれ連結・グローバルベー
スで市場リスク管理体制を整備し、持株会社がグループ全
体の市場リスクを管理しています。
　主要なグループ会社では、フロントオフィス（市場部
門）から独立した、バックオフィス（事務管理部署）およ
びミドルオフィス（リスク管理部署）を設置し、相互に牽
制が働く体制としています。また、経営陣によるALM委

員会／リスク管理会議を定期的に開催し、市場リスク管
理・運営における重要事項を審議しています。
　持株会社および主要なグループ会社では、自己資本の範
囲内において、市場リスク量に見合う経済資本を割り当て
ています。主要なグループ会社では、割り当てられた経済
資本をベースに市場リスク限度額をリミットとして設ける
とともに、損失額の上限についてもリミットを設定するこ
とで、リスク量や損失額を一定の範囲に抑えるよう運営し
ています。

55



ディスクロージャー誌 2025

リ
ス
ク
管
理

2025/07/23 17:30:34 / 25218044_株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ_ディスクロージャー誌（通期）
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主要なグループ会社の管理体制

取締役会／経営会議
ALM委員会／リスク管理会議

定例報告
運営方針・状況報告

権限付与

リスク量・損益状況等の
モニタリング

フロントオフィス

バックオフィス

約定確認

ミドルオフィス
市場リスク
管理部署

● 市場リスクマネジメント
　持株会社では、グループの抱える市場リスクの状況や主
要なグループ会社におけるリスク限度額、損失限度額の遵
守状況を、主要なグループ会社では、各社における市場リ
スクの状況やリスク限度額、損失限度額の運営状況につい
て、それぞれ日次でリスク管理担当役員に報告するととも
に、ストレステストなどを用いた複合的なリスクの分析を
実施し、定期的に経営会議やリスク管理委員会、リスク委
員会などへ報告しています。
　主要なグループ会社の各部門の運営においては、市場性
資産・負債に係る金利・為替などの市場変動リスクに対し
て、有価証券取引やデリバティブ取引でのリスクヘッジを
適宜実施するなど、適切なリスク運営を行っています。
　また、特定取引勘定の対象取引およびその管理方法につ
いては、文書により明確化し、価格評価の方法およびその
運用の適切性について、当該勘定を適切に運用しているこ
とを内部監査や会計監査により定期的に確認しています。

　持株会社および主要なグループ会社では、バーゼルⅢ第
二の柱に基づき、バンキング業務における金利リスクの状
況をモニタリングする一環として⊿EVE*を月次の頻度、
⊿NII*を四半期の頻度で計測しています。
　バンキング勘定の金利リスクモニタリングとして、
Tier1資本に対する⊿EVEの比率（閾値15％）および、
自己資本の余裕等に与える影響を多面的、総合的に勘案の
うえ、金利リスク保有量の適切性を検証しています。
　モニタリング結果については原則月次でグループCRO
へ報告し、定期的に経営会議やリスク管理委員会へ報告し
ています。また、必要に応じ、金利リスク量の適切性につ
き追加的検証を行い、グループCROおよびリスク管理委
員会等へ報告します。
　金利リスク削減手法としては、その他有価証券勘定の債
券現物売却、ヘッジ会計を適用した金利スワップ、金利先
物取引、債券先物取引等やこれらのオプション取引等があ
り、また時価会計取引を用いたリスク削減取引を活用する
場合もあります。

用語
解説

⊿EVE（経済価値の変動、
changes in Economic 
Value of Equity）

…… 基準日時点の資産・負債のキャッシュフローにつき、「金利ショック前の現在価値」から「金利ショック後
の現在価値」を控除したもの。現在価値の算出に際しては資産・負債のオプション性も勘案しています。バ
ーゼルⅢに基づく6通りの金利シナリオの⊿EVEを計測しています。

⊿NII（期間収益の変動、
changes in Net 
Interest Income）

…… 将来一定期間において「金利感応資産から得られる資金収入」から「金利感応負債から生じる資金支払」を
減じた資金収支であるNII（Net Interest Income)について、ある金利シナリオを適用し再計算した場合の
NIIの変化額のことです。バーゼルⅢでは期間1年間の期間収益に対し、2通りの金利シナリオに基づく計測
を行っています。

56



ディスクロージャー誌 2025

リ
ス
ク
管
理

2025/07/23 17:30:34 / 25218044_株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ_ディスクロージャー誌（通期）

市場リスク量の計測モデル

● 市場リスク量（VaR）の計測モデル
　市場リスクは他のリスクに比べ日々の変動が大きいた
め、MUFGでは主にVaRを用いた市場リスク量を日次で
把握・管理しています。
　市場リスク量は、トレーディング、バンキングともに市
場リスク計測モデルで算出しており、市場リスク計測モデ
ルには主にヒストリカル・シミュレーション法（トレーデ
ィング業務は保有期間1営業日、信頼水準95%、観測期
間250営業日、バンキング業務は保有期間10営業日、信
頼水準99％、観測期間701営業日）を採用しています。
　ヒストリカル・シミュレーション法とは、過去一定の観
測期間の相場変動を現在保有するポートフォリオにあては
め、一定の保有期間で発生する可能性のある損益をシミュ
レーションしてVaRを算出する手法です。この手法は市
場変動の特性を直接的に反映させることが可能となること
等が特徴となっています。
　MUFGでは、ヒストリカル・シミュレーション法にて
VaRを計測するにあたって、グループ共通の市場リスク
計測システムを使用しています。主要なグループ会社はフ
ロントなどのシステムから作成されるリスクデータとマー
ケットデータからVaRを算出しています。持株会社は、
主要なグループ会社よりリスクデータの提供を受け、主要
なグループ会社間の分散効果を勘案したVaRを算出しま
す。

　なお、マーケット・リスクに対する経済資本ベースの自
己資本充実度を内部的に評価する際には、原則、保有期間
1年、信頼水準99.9％を前提として、市場リスク計測モ
デルを用いて市場リスク量を計算しています。
　バンキング業務においては金利リスクの適切な捕捉が重
要であるため、主要なグループ銀行においては、コア預
金、貸出・預金のプリペイメントを適切に計測するための
仮定を主に以下のように定めて管理を行っています。契約
上満期の定めのない預金については、商品ごとの残高推移
データを用いた統計的な分析結果、預金金利見通しや経営
判断などを考慮し、その一部（いわゆるコア預金）につい
て預金特性に応じて最長10年に満期を振り分け、金利リ
スクを認識しています。コア預金額や満期の振り分け方法
については定期的に見直しを行っています。
　一方、契約上満期の定めのある預金や貸出は、満期以前
に返済もしくは解約されることがありますが、こうしたリ
スクについては、金利状況や返済・解約実績などを踏まえ
た統計的な分析から中途解約率を推計するなど、金利リス
クへの反映を図っています。

57



ディスクロージャー誌 2025

リ
ス
ク
管
理

2025/07/23 17:30:34 / 25218044_株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ_ディスクロージャー誌（通期）

市場リスクの状況、市場リスク計測モデルの限界とその捕捉

● 2024年度の市場リスクの状況

　お客さまとの取引にあたり、高い倫理観のもと市場性業
務のプロフェッショナルとして、最良執行に貢献します。
また、市場取引で発生する様々な種類のリスクを適切にコ
ントロールし、お客さまの市場流動性へのアクセスを確立

し、継続的・安定的な関係を構築することを目指します。
　2024年度のトレーディング業務におけるVaRの状況
は次表の通りです。

トレーディング業務のVaR

トレーディング業務の市場リスク量 (単位：億円)

2023年4月～2024年3月 2024年4月～2025年3月
日次平均 最大 最小 2024年3月末 日次平均 最大 最小 2025年3月末

MUFG 26.3 34.5 16.2 17.4 17.9 36.6 12.0 15.3
金利 23.6 36.4 12.7 15.1 15.3 18.7 11.9 15.6

うち円 14.4 25.0 8.6 8.6 7.9 12.3 5.4 9.8
ドル 16.2 30.9 7.1 8.1 9.3 14.2 6.1 8.5

外国為替 11.5 18.1 6.0 6.1 6.9 12.3 4.7 5.1
株式 3.1 9.0 1.1 8.6 4.3 24.3 1.0 2.4
コモディティ 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
分散効果（△） 11.9 － － 12.4 8.6 － － 7.8

2023年4月～2024年3月 2024年4月～2025年3月
日次平均 最大 最小 2024年3月末 日次平均 最大 最小 2025年3月末

三菱UFJ銀行 連結 17.2 24.8 11.8 11.9 14.0 21.3 7.9 11.5
金利 12.0 22.1 7.1 7.8 9.0 11.9 5.9 9.2

うち円 4.0 9.2 0.9 1.4 1.3 3.2 0.4 0.7
ドル 9.1 24.0 3.9 4.2 6.0 8.9 3.2 6.5

外国為替 11.2 17.6 5.8 7.8 6.9 12.3 4.7 4.7
株式 0.3 1.5 0.0 0.1 0.2 0.9 0.0 0.1
コモディティ 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
分散効果（△） 6.3 － － 3.8 2.1 － － 2.5

2023年4月～2024年3月 2024年4月～2025年3月
日次平均 最大 最小 2024年3月末 日次平均 最大 最小 2025年3月末

三菱UFJ信託銀行 連結 0.4 1.3 0.1 0.3 0.2 1.1 0.1 0.1
金利 0.4 1.3 0.1 0.3 0.2 0.6 0.1 0.1

うち円 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
ドル 0.4 1.3 0.1 0.3 0.2 0.6 0.0 0.1

外国為替 0.0 0.5 0.0 0.1 0.1 1.1 0.0 0.1
株式 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
コモディティ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
分散効果（△） 0.0 － － 0.1 0.1 － － 0.1

(1) トレーディング業務

(算出の前提)
ヒストリカル・シミュレーション法
保有期間1営業日、信頼水準95％、観測期間250営業日
最大および最小欄は、リスクカテゴリーごとの実現日と全体の実現日は異なります。
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市場リスクの状況、市場リスク計測モデルの限界とその捕捉

　2024年度のバンキング業務（政策投資株式の市場リ
スクは除く）におけるVaRの状況は次表の通りです。

バンキング業務のVaR
バンキング業務の市場リスク量 (単位：億円)

2023年4月～2024年3月 2024年4月～2025年3月
日次平均 最大 最小 2024年3月末 日次平均 最大 最小 2025年3月末

MUFG 6,230 7,510 5,517 5,782 5,199 5,788 4,503 5,600
金利 5,660 7,015 4,773 5,014 4,560 5,198 3,947 4,982

うち円 3,203 4,353 2,351 4,353 3,283 4,400 2,532 3,596
ドル 4,157 5,016 3,523 3,756 3,067 4,157 2,102 3,608
ユーロ 307 475 181 181 220 400 117 203

株式 966 1,262 840 1,188 1,031 1,207 816 1,056

2023年4月～2024年3月 2024年4月～2025年3月
日次平均 最大 最小 2024年3月末 日次平均 最大 最小 2025年3月末

三菱UFJ銀行 連結 5,508 6,757 4,944 5,117 4,578 5,209 3,968 5,045
金利 5,207 6,508 4,545 4,657 4,165 4,815 3,637 4,657

うち円 3,052 4,125 2,281 4,125 3,167 4,178 2,387 3,512
ドル 3,765 4,535 3,180 3,490 2,788 3,974 1,893 3,407
ユーロ 235 336 134 134 101 262 48 48

株式 708 912 622 886 804 971 590 832

2023年4月～2024年3月 2024年4月～2025年3月
日次平均 最大 最小 2024年3月末 日次平均 最大 最小 2025年3月末

三菱UFJ信託銀行 連結 1,007 1,436 783 1,022 934 1,239 706 767
金利 745 1,210 565 688 681 966 483 548

うち円 202 277 146 236 179 270 149 162
ドル 650 1,111 477 586 579 839 403 410
ユーロ 106 232 80 82 157 338 66 203

株式 291 392 234 335 266 344 222 246

(2) バンキング業務

(算出の前提)
ヒストリカル・シミュレーション法
保有期間10営業日、信頼水準99%、観測期間701営業日
最大および最小欄は、リスクカテゴリーごとの実現日と全体の実現日は異なります。
株式リスク量には、政策投資株式は含まれていません。

● 市場リスク計測モデルの限界とその対応策
　市場リスク計測モデルで計測するVaRは、過去一定の
観測期間の相場変動を現在保有するポートフォリオにあて
はめ、一定の保有期間で発生する可能性のある損失を算出
する手法（ヒストリカル・シミュレーション法）を採用し
ております。このため、観測する期間以前の市場変動が生
じた場合や金利、為替など各リスクファクターが過去の相
関とは異なった変動をした場合などにはVaRを超えた損

失が生じる可能性があります。このような現状のリスク計
測モデルでは捉えきれない損失を見積もる方策として、将
来の予測も踏まえた多様なシナリオを用いた損失の計測
（ストレステスト）を実施し、リスクの所在の把握に努め
ています。また、十分な精度による市場リスク計測モデル
の運用をめざし、モデルの適切性を検証するため、バッ
ク・テスティングを活用しています。
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資金流動性リスク管理の方針および手続、資金流動性リスクの管理指標、その他の資金流動性リスク管理

資金流動性リスク管理

● 資金流動性リスク管理の方針および手続
　MUFGでは、資金流動性リスクを金融機関の業務の中
で最も重要なものの一つであることを認識し、資金流動性
リスクを常に考慮した運営を行っています。
　MUFGが定めた資金流動性リスク管理に関する規則等
に基づき、リスク管理統括部署として独立した持株会社の
リスク統括部が、MUFGグループ全体の資金流動性リス

クを認識・計測・評価し、経営会議等に対し定期的且つ適
宜報告する態勢を構築しています。
　主要なグループ会社においても、リスク管理統括部署と
して独立した部署が、グループ各社の資金流動性リスクを
認識・計測・評価し、経営会議等に定期的且つ、適宜報告
する態勢を構築しています。

資金流動性リスク ー 市場状況や財務内容の悪化などにより資金繰りがつかなくなるリスク

● 資金流動性リスクの管理指標
　MUFGでは、資金流動性リスク管理上の指標を設け、
適正な資金流動性の確保に努めています。
　例えば、持株会社は、グループ各社の流動性資産やオン
バランスおよびオフバランス項目の期間別の資金流出入額
に係る資金ギャップ等の各種リミット設定およびリスクの
状況について、定期的にモニタリングしています。
　また、LCR（Liqu id i ty  Coverage Rat io）や
NSFR（Net Stable Funding Ratio)とは別に、MUFG

固有および市場全体のストレスが発生した場合でも円貨・
外貨それぞれで資金不足に陥らないことを確認する資金流
動性ストレステストを定期的に実施しており、バランスシ
ートの健全性を検証しています。
　主要なグループ会社においても、流動性資産の状況や資
金ギャップを定期的にモニタリングしつつ、資金流動性ス
トレステストも実施しています。

● その他の資金流動性リスク管理
　MUFGでは、グループ全体の資金調達状況に応じて
「平常時」「懸念時」「危機時」の資金流動性ステージを
設定し、グループとして統合的な資金流動性リスク管理を
実施しています。
　「平常時」より主要なグループ各社間で、資金繰りに係
る計数を交換・報告しているほか、「懸念時」「危機時」
では、資金繰りに関する情報を一元管理しグループ全体の
対応方針を協議するとともに、資金流動性ストレス時の対
応策としてCFP（Contingency Funding Plan）を実施
すべきか協議する態勢も構築しています。また、大災害や
戦争・テロなど突発的事態が発生した場合に備え、資金繰

りに関する連絡・協議態勢を構築し、定期的に訓練を実施
することにより運用面での実効性を確保しています。
　LCRやNSFRについても、「充足時」「充足懸念時」
「未充足時」のステージを設定し、規制水準を遵守する枠
組みを構築しています。
　主要なグループ会社においても、資金調達状況に応じた
資金流動性ステージを設定し、資金流動性リスク管理を実
施しています。資金流動性リスクが高いステージへの移行
を決定した場合には、必要に応じCFPを実施し、適切な
資金流動性の確保に努めることとしています。LCRや
NSFRについても、持株会社同様のステージ運営を実施し
ています。
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オペレーショナルリスク管理、事務リスク管理、情報リスク管理

オペレーショナルリスク管理

■オペレーショナルリスク管理の方針および手続の概要
　オペレーショナルリスクとは、業務執行にかかわるプロ
セスの不備やミス・不正といった内部管理上の問題、シス
テムの不具合、災害などの外部要因により損失が発生する
リスクをいい、このリスクには、事務リスク、情報リス
ク、ITリスク、有形資産リスク、人材リスク、法令等リス
ク、法務リスクなど幅広いリスクが含まれます（オペレー
ショナルリスクを構成するこれらのリスクをサブリスクと
いいます）。
　持株会社では、経営会議の決定により、グループ共通の
オペレーショナルリスク管理の基本方針として「MUFG
オペレーショナルリスク管理規則」を制定しており、オペ
レーショナルリスクの定義（前掲「リスクの分類と定義」
の表ご参照）やリスク管理体制、リスク管理プロセス等の

基本事項を定めています。本規則では、取締役会・経営会
議は、オペレーショナルリスク管理の基本方針を定め、オ
ペレーショナルリスクの適切な管理態勢の整備・確保を行
うこと、リスク管理担当役員は、取締役会・経営会議が定
めた基本方針に則り、オペレーショナルリスクの状況を認
識・評価し、これを適切に管理する責任を有すること、ま
た、オペレーショナルリスクを統合的に管理するため、営
業部門等から独立したオペレーショナルリスク管理統括部
署を設置すること、さらに、定期的に、および必要に応じ
て、オペレーショナルリスク管理状況等を経営会議等に報
告することが明確化されています。以上の基本方針は、主
要なグループ会社においても同様に取締役会決議により制
定されており、MUFG全体で一貫したオペレーショナル
リスク管理が行われる態勢を確保しています。

主要なグループ各社の管理体制

　MUFGでは、オペレーショナルリスクを適切に特定・
認識し、評価・計測し、制御し、監視・報告するため、損
失データの収集およびモニタリング、コントロール・セル
フ・アセスメント（CSA）の実施、リスクの計量化を行
っています。
　損失データの収集およびモニタリングについては、持株
会社がグループ共通の報告基準を定めており、損失の発生
状況や対応策の適切な把握・管理に努めるとともに、社内
外の損失事象に係るデータベースを整備しています。
　また、業務に内在する問題点やリスクを発見し、重要度
に応じて自発的に改善に取り組む仕組みとして、CSAを
導入しています。CSAにおいては、業務の担当部署が、
自らの携わる業務プロセスに内在する問題点やリスクの洗

い出しを行い、その影響度と管理状況を評価します。この
なかで、重要な問題点やリスクについては、必要な対策を
講じ改善に取り組んでいきます。このように、CSAは、
業務の担当部署による自律的なリスク管理の強化をめざす
ものです。
　リスクの計量化に際しては標準的計測手法を採用し、過
去3年分の財務計数と、社内で実際に発生した過去10年
間の内部損失データを用いてオペレーショナルリスク相当
額を算出しています。算出したオペレーショナルリスク相
当額は、割当資本制度における資本配賦や自己資本充実度
の評価に用いるほか、リスク削減策の検討に活用していま
す。

オペレーショナルリスク ー 内部管理上の問題や外部要因により損失が発生するリスク

リスク状況等の報告 指示

指示

報告

牽制と検証 監査

報告

本部・国内外
拠点等

サブリスク管理・
運営部署

オペレーショナル
リスク統括部署 監査部署

取締役会／経営会議
リスク管理関連の諸委員会

報告 指示

監査委員会
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オペレーショナルリスク管理、事務リスク管理、情報リスク管理

リスク管理の枠組み

リスクの計量化

社内の
損失データ

財務データ

原因分析

銀行法上の不祥事事件等、重大な事案蓄積

再発防止策の策定・実施 モニタリング

経営陣への即時報告
金融庁宛て報告

特定・認識 評価・計測 制御 監視・報告

経済資本の
会社別・部門別
割り当て

内部損失乗数（ILM）、
事業規模要素（BIC）の算出

事業規模指標（BI）の算出

経済資本の
モニタリング

コントロール・セルフ・アセスメント等によるリスク評価・管理

事案の発生

● 事務リスク管理
　事務リスクとは、役職員が正確な事務を怠る、あるいは
事故または不正等を起こすことにより損失を被るリスクお
よびこれに類するリスクです。MUFGは、預金・為替・
貸出などの銀行業務や、年金・証券・不動産・証券代行・
債権流動化などの信託業務・併営業務をはじめ幅広い業務
を行っています。これら幅広い業務について、グループ各
社は、事務リスクの顕在化による経済的損失・信用失墜
が、グループの経営・業務遂行に重大な影響を及ぼす可能
性があることを十分認識のうえ、事務リスクを適切に管理
する体制を整備しています。

　具体的には、事務事故のデータベース管理・分析・再発
防止、事務手続・権限や人事管理の適正化・厳正化、シス
テム化による事務処理の効率化、内部監査、事務指導の充
実などにより、事務リスクの削減に努めています。
　また、発生した事務事故や再発防止策などは必要に応じ
グループ内で情報・ノウハウの共有化を図っています。
　MUFGは、お客さまに多様かつ質の高いサービスを提
供するため、事務リスク管理の高度化に取り組んでいきま
す。

● 情報リスク管理
　情報リスクとは、情報の喪失、改竄、不正使用、外部へ
の漏洩等により損失を被るリスクおよびこれに類するリス
クです。
　MUFGは、お客さま情報を適切に取扱うことが社会的
責務であることを十分認識のうえ、情報リスクを適切に管
理する体制を整備しています。
　具体的には、お客さま情報の適正な取扱いに関する法
令、その他の規範を遵守のうえで、管理体制の構築、ルー

ルの整備、役職員に対する教育・研修の実施等、紛失・漏
洩等の防止を目的とした適切な安全管理措置を実施してい
ます。特に個人情報については、「個人情報保護方針」を
定め、適切な保護と利用に万全を尽くしています。
　また、発生した情報紛失・漏洩の原因等はグループ内で
共有し、再発防止を図り、紛失・漏洩の低減に努めていま
す。
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● ITリスク管理
　ITリスクとは、システム計画・開発および運用面の疎
漏、サイバーセキュリティを含むITセキュリティ上の脅威
や脆弱性、災害等の外生的事象等を起因として、システム
の破壊・停止・誤作動または不正使用、あるいは電子デー
タの改ざん、漏洩等により損失を被るリスクおよびこれに
類するリスクです。
　システムの企画・開発・運用に際して、適切な設計、十
分なテストを実施することで、システム障害等を未然に防
止し、個人情報保護等のセキュリティ面も十分に配慮した
システムの導入に努めています。
　システム開発において、プロジェクト管理態勢を整備す
るとともに、重要なシステム開発については、経営陣が定
期的にシステムの開発状況を把握しています。システム障
害については、万一発生した場合の影響を極小化するた
め、災害対策システムの準備・各種インフラの二重化や障
害訓練の実施等の必要な対策を講じています。また、発生
したシステム障害の原因等はグループ内で共有し、再発防
止に努めています。加えて、オペレーショナルレジリエン
ス（業務の強靭性）の観点から、利用者目線に立ち、業務
とシステムの面から代替手段等を通じた早期復旧や影響範
囲を軽減するコンティンジェンシ―プランの整備を進めて
います。

　サイバーセキュリティの脅威の高まりに対して、サイバ
ー攻撃等に関するリスクをMUFGのトップリスクの１つ
として位置づけ、グループCISOを設置し、経営主導によ
るサイバーセキュリティ対策を推進しています。リスクの
特定や防御の取り組みに加え、検知・対応・復旧をリード
する専担ライン（MUFG-CERT*1）の設置、グループ・
グローバルによる脅威インテリジェンス分析やセキュリテ
ィ監視、手続・マニュアルの整備、定期的な演習・訓練を
通じたインシデント対応能力の強化を実施しています。
　また、サードパーティとの取引や結びつきの拡大に対し
て、サードパーティへのサイバー攻撃による情報漏洩や、
各社が担うサービスの業務停止の影響を防ぐため、ITおよ
びサイバーセキュリティの観点からサードパーティへの管
理態勢整備を進めています。
　AIの活用においては、AIを安心・安全に活用するた
め、「MUFG AIポリシー」を制定しました。当ポリシー
のもとで、AI活用に取り組む事業者として、AIリスクの
管理態勢整備を進めています。
*1 MUFGにおけるサイバーセキュリティ事象への対応チーム

● 有形資産リスク管理
　有形資産リスクとは、災害や資産管理の瑕疵等の結果、
有形資産の毀損や執務環境等の質の低下等により損失を被
るリスクおよびこれに類するリスクです。有形資産とは、
所有および賃借中の土地・建物、建物に付随する設備、お
よび什器・備品等の動産・不動産のことをいいます。

MUFGは、有形資産リスクの顕在化による経済的損失・
信用失墜等が、グループの経営・業務遂行に重大な影響を
及ぼす可能性があることを十分認識し、有形資産リスクを
適切に管理する体制を整備しています。

● 人材リスク管理
　人材リスクとは、人材の流出・喪失等や士気の低下等に
より損失を被るリスクおよびこれに類するリスクです。
MUFGは、人材リスクの顕在化による経済的損失・信用

失墜等が、グループの経営・業務遂行に重大な影響を及ぼ
す可能性があることを十分認識し、人材リスクを適切に管
理する体制の整備に努めています。

● 法令等リスク管理
　法令等リスクとは、法令等の遵守状況が十分でないこと
により損失を被るリスク（他のリスクに係るものを除
く）、およびこれに類するリスクです。MUFGは、法令
等リスクの顕在化による経済的損失・信用失墜等が、グル
ープの経営・業務遂行に重大な影響を及ぼす可能性がある
ことを十分認識し、法令等リスクを適切に管理する体制を

整備しています。
　具体的には、グループ役職員の判断・行動の基準として
行動規範を定め、グループ各社でコンプライアンスに関す
る統括部署を設置し、コンプライアンスの推進に取り組ん
でいます（後掲「コンプライアンス（法令等遵守）」ご参
照）。

● 法務リスク管理
　法務リスクとは、契約等の検討や訴訟等への対応が不十
分であることにより損失を被るリスクです。
　契約締結前における法的問題の検証や訴訟案件の一元的

管理等、法務に関する対応を法務所管部署で統括していま
す。こうした対応により、実効性のある法務リスク管理に
努めています。
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オペレーショナルリスクの所要自己資本額
(1) 標準的計測手法の適用

　MUFGでは、2024年3月末基準より、オペレーショナルリスクの所要自己資本額の算出につき、従来の
先進的計測手法から、標準的計測手法に移行しております。

(2) 標準的計測手法の概要
オペレーショナルリスク相当額の算出
　MUFGの標準的計測手法によるオペレーショナルリスク相当額は、金融庁の告示に従い、事業規模指数
（BI）の額に応じて定める掛け目を乗じて算出する事業規模要素（BIC）の額に、内部損失乗数（ILM）を乗
じて算出しています。

標準的計測手法でのオペレーショナルリスク相当額算出要領

事業規模要素
Business indicator
component
（BIC）

内部損失乗数
Internal loss multiplier

（ILM）

オペレーショナルリスク相当額
Operational Risk Capital

（ORC）
＝ ×

■事業規模指数（BI）の算出
　MUFGおよび連結子会社のBIは、自己資本比率告示第283条に基づき、金利要素（ILDC）、役務要素
（SC）および金融商品要素（FC）の合計額として算出しています。

■内部損失乗数（ILM）の算出
　自己資本比率告示第284条第1項第1号に基づき、三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、その他主要な子
会社にて、過去10年間の内部損失データを用いた内部損失乗数（ILM）を算出しています。過去10年間
の内部損失データを保有しないなどの連結子法人には、第284条第1項第4号に基づき、ILMに1を下限と
する保守的な見積値を用いています。

■オペレーショナルリスク相当額の算出に当たって、BIの算出から除外した連結子法人または事業部門の有
無
　該当ございません。

■オペレーショナルリスク相当額の算出に当たって、ILMの算出から除外した特殊損失の有無
　MUFGでは、自己資本告示第295条に基づき、一部の内部損失をILMの算出から除外しております。除
外に際しては、当該内部損失がMUFGの現在の事業と関連していないこと、内部損失の再発の恐れがない
ことを確認しています。
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評判リスク管理
　評判リスクとは、MUFGの事業活動が、お客さま・株
主・投資家・社会等、幅広いステークホルダーの期待・信
頼から大きく乖離していると評価されることにより、企業
価値の毀損に繋がるリスクおよびこれに類するリスクで
す。
　MUFGは、評判リスクの顕在化が、MUFGの経営およ
び業務遂行に重大な影響を及ぼす可能性があることを十分
認識し、MUFG Wayや行動規範等を踏まえ、評判リスク
を適切に管理する態勢を確立、維持発展させています。

　具体的には、MUFGの抱える評判リスクを総合的に管
理するため、グループの評判に影響を及ぼす事象が発生し
た場合、あるいは発生が予見された場合の協議・報告体制
等を定め、グループ内の情報を共有しています。
　こうした対応により、評判リスクを未然に抑制する他、
正確迅速に状況を把握し、発生事実や対応について、事象
に応じて適時適切に対外的にお知らせすることで、
MUFGの企業価値の毀損の極小化に努めています。
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